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○
文
部
科
学
省
告
示
第
十
四
号 

ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細
胞
の
使
用
に
関
す
る
指
針
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

 
 

令
和
八
年
二
月
十
三
日 

文
部
科
学
大
臣 

松
本 

洋
平 

 
 

 

ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細
胞
の
使
用
に
関
す
る
指
針
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示 

 

ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細
胞
の
使
用
に
関
す
る
指
針
（
平
成
三
十
一
年
文
部
科
学
省
告
示
第
六
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。 

 

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る

規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
（
連
続

す
る
他
の
規
定
と
記
号
に
よ
り
一
括
し
て
掲
げ
る
規
定
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
標
記
部
分
に
係
る
記
載
）
に
二
重
傍
線
を

付
し
た
規
定
（
以
下
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
そ
の
標
記
部
分
が
異
な
る
も
の
は
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規

定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
と
し
て
移
動
し
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
後
欄
に
こ
れ
に
対
応
す

る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
削
り
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る

も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。 

 
 



 

2 

改 

正 

後 

改 

正 

前 
目
次 第

一
章
・
第
二
章 

[

略]
 

第
三
章 

ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細
胞
の
分
配
（
第
十
八
条―

第
十
九
条
の
三
） 

第
四
章
・
附
則 

[

略]
 

 

（
定
義
） 

第
二
条 

こ
の
指
針
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、

そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

一
～
六 

[

略]
 

七 

ヒ
ト
胚
モ
デ
ル 

ヒ
ト
幹
細
胞
を
分
化
さ
せ
た
細
胞
か
ら
作
成
す

る
細
胞
群
の
う
ち
、
ヒ
ト
胚
又
は
ヒ
ト
胚
に
類
す
る
発
生
初
期
の
細

胞
群
の
特
性
を
示
す
も
の
で
あ
っ
て
、
ヒ
ト
胚
で
な
い
も
の
を
い
う

。 

八
～
十
五 

[

略]
 

 

（
使
用
の
要
件
） 

第
四
条 

[

略]
 

２ 
[

略]
 

３ 

使
用
に
供
さ
れ
る
ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細
胞
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
に
限
る
も

の
と
す
る
。 

一 
[

略]
 

二 

外
国
で
樹
立
さ
れ
た
ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細
胞
で
、
樹
立
指
針
と
同
等
の
基

準
に
基
づ
き
樹
立
さ
れ
た
も
の
と
認
め
ら
れ
る
も
の
（
生
殖
細
胞
の

作
成
の
用
に
供
さ
れ
る
場
合
に
は
、
当
該
外
国
の
法
令
等
及
び
ヒ
ト

Ｅ
Ｓ
細
胞
の
提
供
に
関
す
る
条
件
に
お
い
て
ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細
胞
を
使
用

目
次 第

一
章
・
第
二
章 

[

同
上]

 

第
三
章 

ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細
胞
の
分
配
（
第
十
八
条
・
第
十
九
条
） 

第
四
章
・
附
則 

[

同
上]

 

 

（
定
義
） 

第
二
条 

こ
の
指
針
に
お
い
て
、
次
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
そ
れ
ぞ

れ
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

一
～
六 

[

同
上]

 

[

号
を
加
え
る
。]

 

   

七
～
十
四 

[

同
上]

 

 

（
使
用
の
要
件
） 

第
四
条 

[

同
上]

 

２ 
[

同
上]

 

３ 

使
用
に
供
さ
れ
る
ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細
胞
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
に
限
る
も

の
と
す
る
。 

一 
[

同
上]

 
二 
外
国
で
樹
立
さ
れ
た
ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細
胞
で
、
樹
立
指
針
と
同
等
の
基

準
に
基
づ
き
樹
立
さ
れ
た
も
の
と
認
め
ら
れ
る
も
の
（
生
殖
細
胞
の

作
成
の
用
に
供
さ
れ
る
場
合
に
は
、
当
該
外
国
の
法
令
等
及
び
ヒ
ト

Ｅ
Ｓ
細
胞
の
提
供
に
関
す
る
条
件
に
お
い
て
ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細
胞
か
ら
生



 

3 

し
て
生
殖
細
胞
を
作
成
し
な
い
こ
と
と
さ
れ
て
い
な
い
も
の
に
限
る

。
） 

 
（
禁
止
行
為
） 

第
五
条 
ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細
胞
を
取
り
扱
う
者
は
、
次
に
掲
げ
る
行
為
を
し
て

は
な
ら
な
い
。 

一
～
三 

[

略]
 

四 

ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細
胞
を
使
用
し
て
生
殖
細
胞
の
作
成
を
行
う
場
合
に
は

、
当
該
生
殖
細
胞
を
用
い
て
ヒ
ト
胚
を
作
成
す
る
こ
と
。 

五 

ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細
胞
を
使
用
し
て
作
成
し
た
ヒ
ト
胚
モ
デ
ル
の
人
又
は

動
物
の
胎
内
へ
の
移
植
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
当
該
ヒ
ト
胚
モ
デ
ル

か
ら
個
体
を
生
成
す
る
こ
と
。 

 

（
人
ク
ロ
ー
ン
胚
の
作
成
に
用
い
ら
れ
た
体
細
胞
の
提
供
者
の
個
人
情

報
の
保
護
） 

第
六
条 

人
ク
ロ
ー
ン
胚
を
用
い
て
樹
立
さ
れ
た
ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細
胞
の
使
用

又
は
分
配
（
当
該
ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細
胞
を
使
用
し
て
作
成
し
た
分
化
細
胞
の

譲
渡
を
含
む
。
）
に
携
わ
る
者
は
、
体
細
胞
の
提
供
者
に
関
す
る
情
報

に
つ
い
て
、
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
令
等
を
遵
守
す
る
ほ
か
、

当
該
情
報
の
保
護
に
最
大
限
努
め
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
倫
理
審
査
委
員
会
） 

第
十
条 
[

略]
 

２ 
[

略]
 

３ 

使
用
機
関
の
倫
理
審
査
委
員
会
（
前
項
に
規
定
す
る
他
の
使
用
機
関

に
よ
っ
て
設
置
さ
れ
た
倫
理
審
査
委
員
会
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
は

殖
細
胞
を
作
成
し
な
い
こ
と
と
さ
れ
て
い
な
い
も
の
に
限
る
。
） 

  

（
禁
止
行
為
） 

第
五
条 

ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細
胞
を
取
り
扱
う
者
は
、
次
に
掲
げ
る
行
為
を
し
て

は
な
ら
な
い
。 

一
～
三 

[

同
上]

 

四 

ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細
胞
か
ら
生
殖
細
胞
の
作
成
を
行
う
場
合
に
は
、
当
該

生
殖
細
胞
を
用
い
て
ヒ
ト
胚
を
作
成
す
る
こ
と
。 

[

号
を
加
え
る
。]

 

   

（
人
ク
ロ
ー
ン
胚
の
作
成
に
用
い
ら
れ
た
体
細
胞
の
提
供
者
の
個
人
情

報
の
保
護
） 

第
六
条 

人
ク
ロ
ー
ン
胚
を
用
い
て
樹
立
さ
れ
た
ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細
胞
の
使
用

又
は
分
配
（
当
該
ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細
胞
か
ら
作
成
し
た
分
化
細
胞
の
譲
渡
を

含
む
。
）
に
携
わ
る
者
は
、
体
細
胞
の
提
供
者
に
関
す
る
情
報
に
つ
い

て
、
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
令
等
を
遵
守
す
る
ほ
か
、
当
該
情

報
の
保
護
に
最
大
限
努
め
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
倫
理
審
査
委
員
会
） 

第
十
条 

[

同
上]

 

２ 
[

同
上]

 

３ 

使
用
機
関
の
倫
理
審
査
委
員
会
（
前
項
に
規
定
す
る
他
の
使
用
機
関

に
よ
っ
て
設
置
さ
れ
た
倫
理
審
査
委
員
会
を
含
む
。
）
は
、
審
査
の
記
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、
審
査
の
記
録
を
作
成
し
、
こ
れ
を
保
管
す
る
も
の
と
す
る
。 

４ 

使
用
機
関
の
倫
理
審
査
委
員
会
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
も

の
と
す
る
。 

一 
使
用
計
画
の
科
学
的
妥
当
性
及
び
倫
理
的
妥
当
性
を
総
合
的
に
審

査
で
き
る
よ
う
、
次
に
掲
げ
る
要
件
の
全
て
を
満
た
し
て
い
る
こ
と

。
な
お
、
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
者
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
他

を
同
時
に
兼
ね
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
会
議
の
成
立
に
つ
い
て
も
同

様
の
要
件
と
す
る
。 

イ
～
ホ 

[

略]
 

ヘ 

当
該
使
用
計
画
を
実
施
す
る
使
用
責
任
者
又
は
研
究
者
等
と
の

間
に
利
害
関
係
を
有
す
る
者
が
審
査
に
参
画
し
な
い
こ
と
。 

二 
[

略]
 

５
～
７ 

[

略]
 

 

（
使
用
機
関
の
長
の
了
承
） 

第
十
一
条 

[

略]
 

２ 

使
用
計
画
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。 

一
～
七 

[

略]
 

八 

ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細
胞
を
使
用
し
て
ヒ
ト
胚
モ
デ
ル
を
作
成
す
る
場
合
に

は
、
当
該
ヒ
ト
胚
モ
デ
ル
の
培
養
期
間
と
当
該
培
養
期
間
が
ヒ
ト
胚

モ
デ
ル
を
用
い
た
研
究
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
必
要
最
小
限
で

あ
る
こ
と
の
説
明 

３ 
[

略]
 

 

（
分
配
の
要
件
） 

第
十
八
条 

[

略]
 

録
を
作
成
し
、
こ
れ
を
保
管
す
る
も
の
と
す
る
。 

４ 

使
用
機
関
の
倫
理
審
査
委
員
会
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
も

の
と
す
る
。 

一 

使
用
計
画
の
科
学
的
妥
当
性
及
び
倫
理
的
妥
当
性
を
総
合
的
に
審

査
で
き
る
よ
う
、
次
に
掲
げ
る
要
件
の
全
て
を
満
た
し
て
い
る
こ
と

。
な
お
、
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
者
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
他

を
同
時
に
兼
ね
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
会
議
の
成
立
に
つ
い
て
も
同

様
の
要
件
と
す
る
。 

イ
～
ホ 

[

同
上]

 

ヘ 

当
該
使
用
計
画
を
実
施
す
る
研
究
者
等
又
は
使
用
責
任
者
と
の

間
に
利
害
関
係
を
有
す
る
者
が
審
査
に
参
画
し
な
い
こ
と
。 

二 
[

同
上]

 

５
～
７ 

[

同
上]

 

 

（
使
用
機
関
の
長
の
了
承
） 

第
十
一
条 

[

同
上]

 

２ 

使
用
計
画
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。 

一
～
七 

[

同
上]

 

[

号
を
加
え
る
。]

 

   ３ 
[

同
上]

 

 

（
分
配
の
要
件
） 

第
十
八
条 

[

同
上]
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２ 

使
用
機
関
か
ら
の
臨
床
利
用
機
関
に
対
す
る
ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細
胞
の
分
配

は
、
当
該
ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細
胞
が
分
配
機
関
か
ら
分
配
を
受
け
た
も
の
で
な

い
場
合
で
あ
っ
て
、
契
約
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
、
次
に
掲
げ
る
要
件

を
満
た
す
場
合
に
限
り
、
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。 

一 

ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細
胞
を
使
用
し
て
作
成
し
た
胚
又
は
ヒ
ト
胚
モ
デ
ル
の

人
又
は
動
物
の
胎
内
へ
の
移
植
そ
の
他
の
方
法
に
よ
る
個
体
の
生
成

、
ヒ
ト
胚
及
び
ヒ
ト
の
胎
児
へ
の
ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細
胞
の
導
入
並
び
に
ヒ

ト
Ｅ
Ｓ
細
胞
を
使
用
し
た
生
殖
細
胞
の
作
成
を
行
わ
な
い
こ
と
。 

二
～
六 

[

略]
 

３ 

使
用
機
関
に
よ
る
海
外
機
関
へ
の
ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細
胞
の
分
配
は
、
分
配

先
と
の
契
約
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
、
次
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
場

合
に
限
り
、
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。 

一
～
三 

[

略]
 

四 

ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細
胞
を
使
用
し
て
作
成
し
た
胚
又
は
ヒ
ト
胚
モ
デ
ル
の

人
又
は
動
物
の
胎
内
へ
の
移
植
そ
の
他
の
方
法
に
よ
る
個
体
の
生
成

、
ヒ
ト
胚
及
び
ヒ
ト
の
胎
児
へ
の
ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細
胞
の
導
入
並
び
に
ヒ

ト
Ｅ
Ｓ
細
胞
を
使
用
し
て
作
成
し
た
生
殖
細
胞
を
用
い
た
ヒ
ト
胚
の

作
成
を
行
わ
な
い
こ
と
。 

五
～
七 

[

略]
 

４
・
５ 

[

略]
 

 

（
分
化
細
胞
の
取
扱
い
） 

第
十
九
条 

[

略]
 

[

項
を
削
る
。]

 

  

２ 

使
用
機
関
か
ら
の
臨
床
利
用
機
関
に
対
す
る
ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細
胞
の
分
配

は
、
当
該
ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細
胞
が
分
配
機
関
か
ら
分
配
を
受
け
た
も
の
で
な

い
場
合
で
あ
っ
て
、
契
約
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
、
次
に
掲
げ
る
要
件

を
満
た
す
場
合
に
限
り
、
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。 

一 

ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細
胞
を
使
用
し
て
作
成
し
た
胚
の
人
又
は
動
物
の
胎
内

へ
の
移
植
そ
の
他
の
方
法
に
よ
る
個
体
の
生
成
、
ヒ
ト
胚
及
び
人
の

胎
児
へ
の
ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細
胞
の
導
入
並
び
に
ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細
胞
か
ら
生
殖

細
胞
の
作
成
を
行
わ
な
い
こ
と
。 

二
～
六 

[

同
上]

 

３ 

使
用
機
関
に
よ
る
海
外
機
関
へ
の
ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細
胞
の
分
配
は
、
分
配

先
と
の
契
約
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
、
次
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
場

合
に
限
り
、
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。 

一
～
三 

[

同
上]

 

四 

ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細
胞
を
使
用
し
て
作
成
し
た
胚
の
人
又
は
動
物
の
胎
内

へ
の
移
植
そ
の
他
の
方
法
に
よ
る
個
体
の
生
成
、
ヒ
ト
胚
及
び
ヒ
ト

の
胎
児
へ
の
ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細
胞
の
導
入
並
び
に
ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細
胞
か
ら
作

成
し
た
生
殖
細
胞
を
用
い
た
ヒ
ト
胚
の
作
成
を
行
わ
な
い
こ
と
。 

 

五
～
七 

[

同
上]

 

４
・
５ 

[

同
上]

 

 

（
分
化
細
胞
の
取
扱
い
） 

第
十
九
条 

[

同
上]

 

２ 

生
殖
細
胞
の
作
成
を
行
う
使
用
機
関
は
、
作
成
し
た
生
殖
細
胞
を
譲

渡
す
る
場
合
に
は
、
前
項
の
通
知
を
行
う
ほ
か
、
当
該
生
殖
細
胞
の
取

扱
い
に
つ
い
て
、
譲
渡
先
と
の
契
約
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
、
次
に
掲
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           [

項
を
削
る
。]

 

  [

項
を
削
る
。]

 

  [

項
を
削
る
。]

 

  [

項
を
削
る
。]

 

   

第
十
九
条
の
二 

生
殖
細
胞
の
作
成
を
行
う
使
用
機
関
は
、
作
成
し
た
生

殖
細
胞
を
譲
渡
す
る
場
合
に
は
、
前
条
の
通
知
を
行
う
ほ
か
、
当
該
生

げ
る
事
項
が
確
保
さ
れ
る
こ
と
を
確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

生
殖
細
胞
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
資
す
る
基
礎
的
研
究
に
用
い
ら

れ
る
こ
と
。 

イ 

ヒ
ト
の
発
生
、
分
化
及
び
再
生
機
能
の
解
明 

ロ 

新
し
い
診
断
法
、
予
防
法
若
し
く
は
治
療
法
の
開
発
又
は
医
薬

品
等
の
開
発 

二 

生
殖
細
胞
を
用
い
て
ヒ
ト
胚
を
作
成
し
な
い
こ
と
。 

三 

生
殖
細
胞
を
他
の
機
関
に
譲
渡
し
な
い
こ
と
。 

四 

生
殖
細
胞
を
譲
渡
し
た
使
用
機
関
が
、
前
各
号
に
掲
げ
る
生
殖
細

胞
の
取
扱
い
の
状
況
に
つ
い
て
、
必
要
に
応
じ
、
譲
渡
先
か
ら
報
告

を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。 

３ 

使
用
機
関
が
前
項
の
規
定
に
基
づ
き
生
殖
細
胞
を
譲
渡
し
よ
う
と
す

る
と
き
は
、
使
用
責
任
者
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
使
用
機
関
の
長
の
了
承

を
求
め
る
も
の
と
す
る
。 

４ 

使
用
機
関
の
長
は
、
前
項
の
了
承
を
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
作
成
し

た
生
殖
細
胞
の
譲
渡
が
第
二
項
の
規
定
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
を
確
認

す
る
も
の
と
す
る
。 

５ 

使
用
機
関
の
長
は
、
第
三
項
の
了
承
を
し
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、

そ
の
旨
を
使
用
機
関
の
倫
理
審
査
委
員
会
及
び
文
部
科
学
大
臣
に
報
告

す
る
も
の
と
す
る
。 

６ 

生
殖
細
胞
の
作
成
を
行
う
使
用
機
関
が
、
使
用
の
終
了
後
に
引
き
続

き
当
該
生
殖
細
胞
を
取
扱
う
場
合
は
、
第
二
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま

で
に
掲
げ
る
事
項
を
確
保
す
る
も
の
と
す
る
。 

 

[

条
を
加
え
る
。]
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殖
細
胞
の
取
扱
い
に
つ
い
て
、
譲
渡
先
と
の
契
約
そ
の
他
の
方
法
に
よ

り
、
次
に
掲
げ
る
事
項
が
確
保
さ
れ
る
こ
と
を
確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。 

一 
生
殖
細
胞
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
資
す
る
基
礎
的
研
究
に
用
い
ら

れ
る
こ
と
。 

イ 

ヒ
ト
の
発
生
、
分
化
及
び
再
生
機
能
の
解
明 

ロ 

新
し
い
診
断
法
、
予
防
法
若
し
く
は
治
療
法
の
開
発
又
は
医
薬

品
等
の
開
発 

二 

生
殖
細
胞
を
用
い
て
ヒ
ト
胚
を
作
成
し
な
い
こ
と
。 

三 

生
殖
細
胞
を
他
の
機
関
に
譲
渡
し
な
い
こ
と
。 

四 

生
殖
細
胞
を
譲
渡
し
た
使
用
機
関
が
、
前
各
号
に
掲
げ
る
生
殖
細

胞
の
取
扱
い
の
状
況
に
つ
い
て
、
必
要
に
応
じ
、
譲
渡
先
か
ら
報
告

を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。 

２ 

使
用
機
関
が
前
項
の
規
定
に
基
づ
き
生
殖
細
胞
を
譲
渡
し
よ
う
と
す

る
と
き
は
、
使
用
責
任
者
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
使
用
機
関
の
長
の
了
承

を
求
め
る
も
の
と
す
る
。 

３ 

使
用
機
関
の
長
は
、
前
項
の
了
承
を
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
作
成
し

た
生
殖
細
胞
の
譲
渡
が
第
一
項
の
規
定
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
を
確
認

す
る
も
の
と
す
る
。 

４ 

使
用
機
関
の
長
は
、
第
二
項
の
了
承
を
し
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、

そ
の
旨
を
使
用
機
関
の
倫
理
審
査
委
員
会
及
び
文
部
科
学
大
臣
に
報
告

す
る
も
の
と
す
る
。 

５ 

生
殖
細
胞
の
作
成
を
行
う
使
用
機
関
が
、
使
用
の
終
了
後
に
引
き
続

き
当
該
生
殖
細
胞
を
取
扱
う
場
合
は
、
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま

で
に
掲
げ
る
事
項
を
確
保
す
る
も
の
と
す
る
。 
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第
十
九
条
の
三 

ヒ
ト
胚
モ
デ
ル
の
作
成
を
行
う
使
用
機
関
は
、
作
成
し

た
ヒ
ト
胚
モ
デ
ル
を
譲
渡
す
る
場
合
に
は
、
第
十
九
条
の
通
知
を
行
う

ほ
か
、
当
該
ヒ
ト
胚
モ
デ
ル
の
取
扱
い
に
つ
い
て
、
譲
渡
先
と
の
契
約

そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
、
次
に
掲
げ
る
事
項
が
確
保
さ
れ
る
こ
と
を
確

認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

ヒ
ト
胚
モ
デ
ル
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
資
す
る
基
礎
的
研
究
に
用

い
ら
れ
る
こ
と
。 

イ 

ヒ
ト
の
発
生
、
分
化
及
び
再
生
機
能
の
解
明 

ロ 

新
し
い
診
断
法
、
予
防
法
若
し
く
は
治
療
法
の
開
発
又
は
医
薬

品
等
の
開
発 

二 

ヒ
ト
胚
モ
デ
ル
の
人
又
は
動
物
の
胎
内
へ
の
移
植
そ
の
他
の
方
法

に
よ
り
当
該
ヒ
ト
胚
モ
デ
ル
か
ら
個
体
を
生
成
し
な
い
こ
と
。 

三 

ヒ
ト
胚
モ
デ
ル
か
ら
生
殖
細
胞
の
作
成
を
行
う
場
合
、
当
該
生
殖

細
胞
を
用
い
て
ヒ
ト
胚
を
作
成
し
な
い
こ
と
。 

四 

ヒ
ト
胚
モ
デ
ル
を
他
の
機
関
に
譲
渡
し
な
い
こ
と
。 

五 

ヒ
ト
胚
モ
デ
ル
を
譲
渡
し
た
使
用
機
関
が
、
前
各
号
に
掲
げ
る
ヒ

ト
胚
モ
デ
ル
の
取
扱
い
の
状
況
に
つ
い
て
、
必
要
に
応
じ
、
譲
渡
先

か
ら
報
告
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。 

２ 

使
用
機
関
が
前
項
の
規
定
に
基
づ
き
ヒ
ト
胚
モ
デ
ル
を
譲
渡
し
よ
う

と
す
る
と
き
は
、
使
用
責
任
者
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
使
用
機
関
の
長
の

了
承
を
求
め
る
も
の
と
す
る
。 

３ 

使
用
機
関
の
長
は
、
前
項
の
了
承
を
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
作
成
し

た
ヒ
ト
胚
モ
デ
ル
の
譲
渡
が
第
一
項
の
規
定
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
を

確
認
す
る
も
の
と
す
る
。 

４ 

使
用
機
関
の
長
は
、
第
二
項
の
了
承
を
し
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、

そ
の
旨
を
使
用
機
関
の
倫
理
審
査
委
員
会
及
び
文
部
科
学
大
臣
に
報
告

[

条
を
加
え
る
。]
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す
る
も
の
と
す
る
。 

５ 

ヒ
ト
胚
モ
デ
ル
の
作
成
を
行
う
使
用
機
関
が
、
使
用
の
終
了
後
に
引

き
続
き
当
該
ヒ
ト
胚
モ
デ
ル
を
取
扱
う
場
合
は
、
第
一
項
第
一
号
か
ら

第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
を
確
保
す
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
研
究
成
果
の
公
開
） 

第
二
十
条 

[

略]
 

２ 

使
用
責
任
者
及
び
研
究
者
等
は
、
ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細
胞
を
使
用
し
て
ヒ
ト

胚
モ
デ
ル
の
作
成
を
行
う
場
合
に
は
、
あ
ら
ゆ
る
機
会
を
利
用
し
て
、

当
該
ヒ
ト
胚
モ
デ
ル
を
用
い
た
研
究
に
関
す
る
情
報
公
開
を
行
う
と
と

も
に
、
当
該
研
究
の
成
果
の
普
及
啓
発
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
指
針
不
適
合
の
公
表
） 

第
二
十
一
条 

文
部
科
学
大
臣
は
、
ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細
胞
又
は
ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細
胞

を
使
用
し
て
作
成
し
た
生
殖
細
胞
若
し
く
は
ヒ
ト
胚
モ
デ
ル
の
取
扱
い

が
こ
の
指
針
に
定
め
る
基
準
に
適
合
し
て
い
な
い
と
認
め
る
者
が
あ
っ

た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
公
表
す
る
も
の
と
す
る
。 

     

（
研
究
成
果
の
公
開
） 

第
二
十
条 

[

同
上]

 

[

項
を
加
え
る
。]

 

    

（
指
針
不
適
合
の
公
表
） 

第
二
十
一
条 

文
部
科
学
大
臣
は
、
ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細
胞
及
び
ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細
胞

か
ら
作
成
し
た
生
殖
細
胞
の
取
扱
い
が
こ
の
指
針
に
定
め
る
基
準
に
適

合
し
て
い
な
い
と
認
め
る
者
が
あ
っ
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
公
表
す
る

も
の
と
す
る
。 

備
考 

表
中
の[

 
]

の
記
載
及
び
対
象
規
定
の
二
重
傍
線
を
付
し
た
標
記
部
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
傍
線
は
注
記
で
あ
る
。 
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附 

則 
（
施
行
期
日
） 

第
一
条 
こ
の
告
示
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

（
経
過
措
置
） 

第
二
条 

こ
の
告
示
の
施
行
前
に
ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細
胞
の
使
用
に
関
す
る
指
針
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
届
け
出
ら

れ
た
使
用
計
画
に
つ
い
て
は
、
こ
の
告
示
に
よ
る
改
正
後
の
ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細
胞
の
使
用
に
関
す
る
指
針
第
十
一
条
第
二

項
第
八
号
の
規
定
は
適
用
し
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
使
用
計
画
の
変
更
（
ヒ
ト
Ｅ
Ｓ
細
胞
の
使
用
に
関
す
る
指
針
第

十
四
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
使
用
計
画
の
実
質
的
な
内
容
に
係
ら
な
い
変
更
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、
同
号
の
規

定
を
適
用
す
る
。 


